
 

 

令和４年度７月定例記者会見 次第 

日時：７月 26 日（火）13 時 30 分  

会場：糸島市役所 庁議室  

【出席者】  

〔伊都国記者会〕朝日新聞社、糸島新聞社、西日本新聞社、毎日新聞社、  

読売新聞社、ＮＨＫ福岡放送局、時事通信社  

〔糸島市〕   市長、副市長、教育長、関係課（下記参照）  

 

 

１ 市長あいさつ                    

 

２ 案件  

（１）市長発表  

①物価高騰に伴う支援事業を実施    

 商工業物価高騰対策支援金   商工振興課  

 経営強化専門家活用補助金   商工振興課  

 農業用機械軽油高騰対策支援   農業振興課  

 保育所等への給食費支援   子ども課  

 小中学校への給食費支援   学校教育課  

②市施設の男子トイレ個室にサニタリーボックスを設置  
 

地域福祉課  

 

（２）その他  

Kids ジョブチャレンジ 2022in 糸島を開催   企画秘書課  

 

３ 懇談・その他  

                  

 

 

 

 

  ■次回定例記者会見の開催日時（予定） 

日時：８月 25 日（木）13 時 30 分～ 

場所：糸島市役所  庁議室  

九州電力との包括連携協定締結式を、下記のとおり開催します。皆さまのご参加を

お願いいたします。  

【日時】本日  記者会見終了後  【場所】糸島市役所第２委員会室  



 

 

 

 

 

 

 

 

１．支援実施の背景 

長期化する新型コロナウイルス感染症対策や近年の不安定な世界情勢により、燃油等あらゆる

物価が高騰しており、事業経営や日常生活に影響を及ぼしています。 

そこで、国の地方創生臨時交付金を活用し、商工事業者や農業者の経営を支援し、また子ども

たちの給食に係る材料費高騰分を早急に支援することにより、市民の皆さんの負担軽減を図りま

す。 

 

２．支援の概要 

 

 合計 171,129千円 

対象者 及び概要 予算額 

（事務費込み） 

商工事業者  

       

① 物価等の高騰への対策を支援 

【仕入価格高騰】または【燃料費等高騰】のいずれかに

ついて支援。最大 50万円 

※仕入価格高騰支援は全国でも珍しい取り組み 

② 専門家を活用した経営強化の支援 

補助事業等の申請に中小企業診断士や税理士など、専

門家の支援を受ける費用の一部を補助。最大 10万円 

※多様な補助事業の申請に対応しているのは県内で本

市のみ 

① 96,840千円 

 

 

 

② 2,000千円 

農業者 

 

◆農業用機械軽油高騰対策支援  

軽油 １リットル当たり 20円を支援。最大 100万円 

13,440千円 

保育所等 

 

◆給食材料費高騰分支援 

令和 3年度の給食材料費と令和 4年度の給食材料費の差額

を支援 

21,047千円 

小中学校 ◆給食材料費高騰分支援 

児童生徒数×１食あたり食材高騰想定額×126日分 

37,802千円 

定例記者会見資料【市長発表①】 

令和４年７月２６日 

商工振興課、農業振興課、子ども課、学校教育課 

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業（燃油価格・物価高騰対応分） 

物価等の高騰に伴う支援事業を実施 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナ禍における急激な物価高騰の影響を受ける市内商工業者に、支援金を交付します。 

市内の商工業者は、建設業、小売業、飲食・宿泊業、卸売業、製造業、サービス業、運輸業な

ど、業種が多岐にわたり、使用する資材の種類も様々です。 

そこで、【仕入価格高騰】と【燃料費等高騰】の２つの影響に対する支援策を設けることで、様々

な業種において幅広い事業内容に対応できる制度としています。 

 

目 的 

コロナ禍における急激な物価高騰の影響を受ける市内商工業者に、支援金を給付することで経

営を支え、地域経済を維持します。 

 

事業概要 

 ●交付対象者                                           

市内で事業を営む中小企業者（個人事業主を含む）のうち、次の①及び②に該当し、さら

に、③【仕入価格高騰】または④【燃料費等高騰】に掲げる物価高騰の影響を受けた者 

①主たる収入が商工業による者 

②本市が他に実施する燃油価格等高騰対策支援事業補助等の支給を受けていない者 

③【仕入価格高騰】令和４年４月から７月までの売上額に占める仕入金額の割合が、前年

同期の割合と比べ 10ポイント以上増加した者 

④【燃料費等高騰】令和４年４月から７月までの売上額に占める燃料費等（重油、ガソリ

ン、軽油、灯油、プロパンガス、都市ガス、電気）の割合が、前年同期の割合と比べ 10

ポイント以上増加した者 

●交付率 

【仕入価格高騰】令和４年４月から７月までの仕入金額の５％ 

【燃料費等高騰】令和４年４月から７月までの燃料費等の５％ 

 ●交付限度額 

 【仕入価格高騰】または【燃料費等高騰】のいずれかを選択。交付額は最大 500千円 

●受付期間 

令和４年８月１日～10月 31日 

 

予 算 

96,840千円 （積算内訳）支援金 90,700千円＋事務費 6,140千円 

 

 

糸島市商工業物価高騰対策支援金 

物価高騰の影響に最大 50万円を交付 

定例記者会見【市長発表①-1】 

令和４年７月 26日 

経済振興部 商工振興課 



 

交付対象者のイメージ 

 

【仕入価格高騰】 

令和４年４月から７月までの売上額に占める仕入金額の割合が、前年同期の割合と比べ 10ポイ

ント以上増加した者 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【燃料費等高騰】 

令和４年４月から７月までの売上額に占める燃料費等の割合が、前年同期の割合と比べ 10ポイ

ント以上増加した者 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

糸島市 経済振興部 商工振興課 商工労働係  

担当：中島・溝上 

電話：332-2096 

メール：shokoshinko@city.itoshima.lg.jp 

 

令和３年４月～７月 令和４年４月～７月 

売上額 

1,000万円 売上額 

700万円 

仕入金額 
400万円 
（40％） 

仕入金額 
350万円 
（50％） 

売上額 

1,000万円 

仕入金額 
450万円 
（45％） 

売上額に占める仕入金額の割合が

50％で、前年の割合より 10ポイン

ト増加しているため交付対象。 

 

売上額に占める仕入金額の割合は

45％ですが、前年の割合からの増

加は５ポイントのため交付対象外。 

 

令和３年４月～７月 令和４年４月～７月 

売上額 

500万円 

燃料費等 
100万円 
（20％） 

売上額 

300万円 

燃料費等 
90万円 
（30％） 

売上額 

600万円 

燃料費等 
210万円 
（35％） 

売上額 

500万円 

燃料費等 
125万円 
（25％） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナ禍における物価高騰の影響を受ける厳しい環境を、経営強化より乗り越えていく商工業

者の取り組みを支援します。 

 経営強化のために事業再構築補助金など、国等の補助事業を活用する商工業者に対し、事業申

請に中小企業診断士や税理士など、専門家の支援を受ける費用の一部を補助します。 

 

目 的 

国や県には、コロナ禍における経済対策として、「事業再構築補助金」など、通常時よりも多く

の支援が準備されています。しかし、申請書類の作成は煩雑で、申請をあきらめる事業者もいま

す。また、事業採択のためには、ポイントを押さえた書類作成が必要であり、ノウハウを持たな

い商工業者が作成した書類では、不採択となることも多い状況です。 

そこで、補助事業等の申請に中小企業診断士や税理士など、専門家の支援を受ける費用の一部

を補助することで、商工業者の取り組みを支援します。 

 

事業概要 

●補助対象者…市内で商工業を営む中小企業者 

 ●補助対象経費（消費税相当額を除く） 

国・県等の補助金申請のために専門家の支援を受ける際の費用 

※１事業者１回限り。 

※着手に係る費用が対象。成功報酬は補助対象外。 

（想定する補助金等）事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、

ＩＴ補助金、業務改善助成金、福岡県中小企業経営革新推進補助金 

●補助率…補助対象経費の２／３以内（千円未満切り捨て） 

●補助上限額…100千円 

●対象期間…令和４年８月１日～令和５年１月 31日 

 

予 算 

 2,000千円 （積算内訳）67千円（100千円×2/3）×30事業者≒2,000千円 

 

 

糸島市経営強化専門家活用事業補助金 

専門家を活用した経営強化を支援 

定例記者会見【市長発表①-2】 

令和４年７月 26日 

経済振興部 商工振興課 

【問い合わせ先】 

糸島市 経済振興部 商工振興課 商工労働係  

担当：中島・上田 

電話：332-2096 

メール：shokoshinko@city.itoshima.lg.jp 

 



 

 

 

 

 

１．目的 

 長期化する新型コロナ感染症対策や近年の不安定な世界経済情勢に伴う原油価格の高騰は、農業用

機械で使用する軽油の価格にも影響を与えており、農業者の経営を圧迫しています。 

 そのため、高騰している軽油の一部を補助することにより、農業者の経営を支援し、本市の農業の

持続的な振興を図ります。 

 

２．概要 

  ①対象者 

   ・農業経営をしている、糸島市民または市内法人 

     想定する対象経営数  ７２０経営体 

   

②支援内容 

   ・農業用機械（トラクター、コンバイン等）に使用した軽油 １リットル当たり 20 円を支援。

（令和 4年 5月 1日～12月 31日に相当する 8か月分） 

   ・１経営体当たりの限度額は 1,000,000円 

     支援総額 １２,０００千円（６００，０００リットルを想定） 

 

  ③その他 

   ・申請受付、申請内容確認等の事務費を計上 

 

３．事業予算 

   ・燃料価格等高騰対策支援事業補助金  １２，０００千円 

   ・一般事務費（申請受付等事務委託）   １，４４０千円 

総事業費 １３，４４０千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例記者会見【市長発表①-3】 

令和４年７月 26日 

農林水産部 農業振興課 

農業用機械の軽油高騰対策を支援 

【問い合わせ先】 

農林水産部 農業振興課  吉村 

電話：332-2087 



 

 

  

 

 

1. 目的 

物価高騰対策として、保育所等の給食に係る材料費高騰分を各園に対し、実費で助成する

ことにより、これまで通りの栄養バランスや量を保った給食の実施や保護者負担の軽減を

図ります。 

 

2. 事業概要 

(1) 補助対象施設 （令和４年度中に給食費の引上げを行う保育所等は、補助対象外） 

① 認可保育所（14園）  

② 認定こども園（６園） 

 ③ 小規模保育施設（４園） 

※上記以外の幼稚園型認定こども園、幼稚園、企業主導型保育所、届出保育施設等

は、県が直接補助 

 

(2) 対象経費 

  物価高騰により増加している給食に係る材料費 

 

(3) 補助額 

  令和3年度の給食材料費と令和4年度の給食材料費の差額 

※上限額（県の基準に準じる） 

① 主食及び副食を提供している場合（13園）：月額で基本単価750円／人 

② 副食のみを提供している場合（11園）：月額で基本単価450円／人 

 

(4) 補助率 

10／10 

 

(5) 補助対象期間 

令和4年4月1日～令和5年3月31日 

 

(6) 予算額及び財源 

・21,047千円 

 ・国庫支出金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) 1/2 

・県支出金(保育所等給食費支援事業) 1/2 

  

保育所等へ給食材料費を支援 
定例記者会見【市長発表①－４】 

令和４年７月 26日 

子ども教育部 子ども課 

【問い合わせ先】 

糸島市 子ども教育部 子ども課  馬郡 

電話：332-2074 



 

 

  

 

 

 

 

1. 目的 

 今後、給食材料費高騰の煽りを受け、現在の給食費のままでは維持が困難になる可能

性がある学校給食について、材料費の高騰分を補助することで、給食費の保護者負担の

増加を防ぎます。 

 

2. 事業費及び財源 

事業費 37,802千円 （小学校分 23,983千円、中学校分 13,819千円） 

【算定根拠】 

◎今後の１人１食あたり食材高騰想定額  

小学校 31円、中学校 37円 

※１人１食あたりの基準単価（小学校 243.16 円、中学校 289.47 円）に 0.13（年内

値上げ品目の価格平均上昇）を乗じ算出 

   ◎児童生徒数（転入転出想定増加人数含む） 

    小学校児童 6,140人、中学校生徒 2,964人 

   ◎夏季休業期間終了後の平日日数 

126日 

    【年内値上げ品目の価格平均】 

株式会社帝国データバンクの「食品主要 105社」価格改定動向調査（６月） 

→年内値上げ品目の価格平均 13％上昇 

【財源】 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 100％ 

 

3. 補助対象日数 

   令和４年度夏季休業明け（８月３０日）から年度末までの給食実施日数 

 

4. 補助金支出方法 

   夏季休業日明けから学年末休業日前までで、３回に分け、学校給食食材調達に係る費用

のうち、保護者が負担するとされている費用に対し補助金を支給する。 

３回の支払いの基準日を設定し、基準日時点の児童生徒数と消費者物価総合指数を参考

に支給額を決定する。 

 

  ※参考：消費者物価総合指数の前年同月比（％） 

令和４年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 

0.5 0.9 1.2 2.5 2.5 

 

小中学校へ給食材料費を支援 
定例記者会見【市長発表①－５】 

令和４年７月 26日 
子ども教育部 学校教育課 

【問い合わせ先】 

糸島市 子ども教育部 学校教育課  久我 

電話：332-2097 



 

 

 

 

 

 

 

糸島市では、市役所や健康福祉センターなどの公共施設の男性トイレの個室に、サニタリーボックス

（汚物入れ）の設置を開始しました。 

 

１．設置の目的 

前立腺がんなどの疾病で尿漏れ用パッドなどを使用する人が、使用済パットを処理できるように

するため。 

 

２．設置する施設 

 不特定多数の市民が使用する頻度の高いトイレ 

 

 

 

 

 

 

  以上の施設には設置済（計 55個） 

 今後、各校区のコミュニティセンター、図書館、文化会館、体育館など約 60個を追加設置予定 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

定例記者会見資料【市長発表②】 

令和４年７月 26日 

健康福祉部 地域福祉課 

男性トイレにサニタリーボックスを設置 

 

【問い合わせ先】 

糸島市 健康福祉部 地域福祉課 担当：末永 

電話番号：332-2073 

メール：chiikifukushi@city.itoshima.lg.jp 

ボックスのふたに貼る表示 

 糸島市高齢者福祉施設二丈苑（二丈深江 1293番地１） 

 糸島市男女共同参画センター ラポール 

（神在西三丁目 1番 5号） 

 糸島市人権センター（前原東 2丁目 1番 1号） 

 糸島市役所（前原西一丁目１番１号） 

 糸島市交流プラザ二丈館（二丈深江 1360 番地） 

 糸島市交流プラザ志摩館（志摩初 30番地） 

 糸島市健康福祉センターあごら（潤一丁目 22番１号） 

 糸島市健康福祉センターふれあい（志摩初１番地１） 

サニタリーボックス 
 

このボックスは、尿漏れ用パッドを

使用している方が使用済みのパッド

を入れるためのものです。 

一般のゴミは入れないようお願い

します。 

糸島市 

糸島市役所に設置したサニタリーボックス 



 

このトイレには 
サニタリーボックスを 
設置しています。 

 

このボックスは、前立腺がん等の疾病により、

尿漏れ用パッド等を使用している方が、交換の

際に利用していただくものです。 

設置の目的をご理解の上、その他のものは

捨てないでください。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

糸島市 〇〇〇〇課 



 

 

 

 

 

 

福岡都市圏の子どもたちに、本市の事業所等で仕事体験してもらうことで、子どもたち

に様々なしごとの魅力を伝え、働くこと、起業することなどに関心を持つ機会を創出する

ため、「ふくおか都市圏 Kidsジョブチャレンジ 2022in糸島」を開催します。 
 

■概要 
子どもたちが仕事体験プログラムの中から経験してみたい仕事

を選び、各事業者の店舗や市役所、コミュニティセンターなどで仕

事体験を行います。 

 また、仕事体験をした子どもたちにお給料として模擬紙幣「とし

けん」を渡し、お金の価値観の醸成も図ります。模擬紙幣「としけ

ん」は市内の協力店舗で使えます。 
 

■内容等 
○開 催 日：令和４年８月２７日（土）、２８日（日） 

○開 催 時 間：９：００～１７：００※体験プログラムにより異なります。 

○対 象 者：福岡都市圏の５歳～中学３年生※体験プログラムにより異なります。 

○参 加 費：１体験プログラムあたり１，０００円※別途材料費がかかる体験

があります。 

○開 催 場 所：市内各所 

○申 込 方 法：下記公式ホームページ内からのＷｅｂ申し込みのみ（先着順） 

○申込開始日：令和４年８月１日（月）～ 

○公式ホームページ：ふくおか都市圏 Kidsジョブチャレンジ 2022in糸島 

          https://kidsjob-fukuokatoshiken.com 

○主催：福岡都市圏広域行政推進協議会 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

【＃(ハッシュタグ)チャレンジ事業同時開催】 

 参加者が仕事体験した感想やお給料（模擬紙幣）で購入した商品を発信することで、Kids

ジョブチャレンジを多くの人に知ってもらい、様々なしごとに興味を持ってもらい、糸島

を知る機会を増やすことを目的として開催します。 
 

◇内容等 

 ●対象者：Kidsジョブチャレンジ参加者 

 ●参加方法：糸島市の Instagramアカウント（itoshima.city）をフォローし、「＃キッ

ズジョブチャレンジ」と「＃糸島」２つのハッシュタグと仕事体験の様子

や購入品の写真と一緒に体験エピソードを投稿。 

 ●開催期間：令和４年８月２７日（土）から９月４日（日） 

    ※お給料（模擬紙幣「としけん」）利用期限まで 

 ●＃（ハッシュタグ）チャレンジ事業参加者から抽選で

100名に糸島特産品が当たります。 

定例記者会見資料【その他①】 
令和４年７月 26日 

経営戦略部企画秘書課 

ふくおか都市圏 Kidsジョブチャレンジ 2022in糸島 開催 

【問い合わせ先】 

糸島市 経営戦略部企画秘書課 

企画調整係 担当：石田・下尾 

電話番号：０９２-３３２－２０６１ 

メール：kikakuhisho@city.itoshima.lg.jp 

https://kidsjob-fukuokatoshiken.com/

